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2050年カーボンニュートラル実現に向け、県民、事業者、行政など全ての主体が、地球温暖化対策の取組
を一層推進するとともに、気候変動の影響に対する適応への取組を推進します。
廃棄物の発生の削減、再使用・リサイクルなどを推進することで、循環経済への移行を進めるとともに、自
然との共生に向けた環境学習＊等を実施し、環境保全に向け、主体的に行動できる人づくりを推進します。

近年の気象災害の激甚化は地球温暖化が一因とされ、今後、豪雨災害等の更なる頻発化・激甚化など
が予測されており、「気候変動」は、もはや「気候危機」とも言うべき深刻な状況になっています。
令和3年（2021年）8月に公表されたＩＰＣＣ※の第6次評価報告書では、人間の影響が大気、海洋及び

陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がないとしています。
また、世界気象機関（WMO）の発表によると、2024年の世界の平均気温は、産業革命前の水準と
比べて1.55度上回り、気候変動対策の国際ルールであるパリ協定で気温上昇を抑える目標とされている
「1.5度」水準を単年で初めて超えました。既に世界中で、異常高温、気象災害等が多発しており、日本に
おいても、真夏日や猛暑日の増加、台風等の気象災害の激甚化、高温による農作物の生育障害や品質低下
といった様々な影響が確認されています。
このような中、国は令和3年（2021年）5月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」を改正し、
2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを基本理念として示し、同年10月に改定した「地

　政策分野 VI-1　脱炭素化と循環経済の推進

県民、事業者、行政など全ての主体が一体となって、
温室効果ガスの排出量を削減し、地域レベルでの地球温暖化対策に
取り組むことにより、持続可能な脱炭素社会づくりを推進します。
また、気候変動の影響に対する適応への取組を推進します。
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球温暖化対策計画」で2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することとし、さらに
令和7年（2025年）2月の改定で、2035年度までに60%、2040年度までに73%削減することを目指す
こととしています。
県においても令和5年（2023年）3月に千葉県地球温暖化対策実行計画を改定するとともに、千葉県
カーボンニュートラル推進方針を策定し、これまで取り組んできた地球温暖化対策をより一層推進してい
るところです。
本県の二酸化炭素排出量の状況を見ると、実行計画の基準年度である平成25年度（2013年度）と比
較して、令和2年度（2020年度）は25.6%減少しており、部門別でも「産業部門」は28.4%、「家庭部
門」は24.3%減少しています。
なお、全国有数の産業県である本県には、東京湾沿いに素材産業を中心とした製造業が集積してい
ることなどから、令和2年度（2020年度 ）では二酸化炭素排出量の55.7%を産業部門が占め、全国
（34.1%）と比較して高くなっており、こうした本県の特徴を踏まえ、国全体のカーボンニュートラルの実
現に向けて、事業者と連携していく必要があります。
地球温暖化対策は、県民、事業者、行政など全ての主体が、国における温室効果ガス削減目標を踏まえ、ま
ずは、今ある技術を最大限活用して温室効果ガスの排出抑制などの取組を一層推進するとともに、こうした
取組を地域の活性化にもつなげていく必要があります。それと同時に、既に現れている気候変動の影響や中
長期的に避けられない影響に対し、被害を回避・軽減する「適応」も進めていくことが求められています。

地球温暖化対策を推進するため、再生可能エネルギー等を積極的に活用するとともに、地域振興の観点
も踏まえ、地域の特徴を生かした取組を進めていきます。
また、あらゆる主体において節電や省エネルギーを徹底するため、エネルギー消費を減少させる取組を
推進します。家庭における省エネルギー設備の導入促進に加え、本県の二酸化炭素排出量の約6割を占め
る産業部門における設備導入支援・啓発活動に取り組みます。
さらに、温暖化対策に資する地域環境の整備・改善に向け、脱炭素を目指すまちづくりや交通環境の整
備、緑化などに取り組むとともに、県自らが実施する事務・事業においても対策に取り組みます。
加えて、気候変動の影響に適応するため、気候変動に関する地域の情報を継続して把握し、県民に提供
するとともに、様々な分野への影響に対応できるよう取組を進めます。
これらの地球温暖化対策について、県民や事業者等が「自分ごと」として捉え、必要性を理解し、自ら
率先して行動できるよう、様々な普及啓発を実施していきます。

温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギー等を積極的に活用していくため、家
庭や企業、公共施設における太陽光発電設備などの導入や、ＺＥＨ※ （ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス）等の普及拡大、ＣＯ2ＣＯ2（コツコツ）スマート宣言事業所登
録制度による企業の自主的取組の促進などに取り組みます。
また、水素社会の構築に向けて、家庭部門・事業部門における水素の利活用を促進す
るため、燃料電池自動車※の普及やエネファーム※の導入等に取り組みます。
さらに、再生可能エネルギーの主力電源化に向け、洋上風力発電やペロブスカイト太陽
電池※の導入促進と、それによる地域経済の活性化に向けた取組等を進めていきます。

VI－1－①－1 再生可能エネルギー等の活用促進
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香取合同庁舎に導入したソーラーカーポート

県有施設に導入した太陽光発電設備

ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた
取組の推進

太陽光発電設備等の導入促進

県有施設への再生可能エネルギー導入の推進

洋上風力発電の導入による
地域経済の活性化支援（再掲）

水素社会の構築に向けた取組の推進

バイオマスの利活用の推進（再掲）
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温室効果ガスの削減に向けて、家庭や事業所を含め、あらゆる主体において節電や省
エネルギーを徹底し、エネルギー消費を大幅に減少させる取組を進めていきます。
具体的には、家庭を対象としたエネファームなどの省エネルギー設備の導入促進や、
省エネルギー性能の高い住宅であるZEH等の普及促進、事務所・店舗等の省エネル
ギー化の支援を行うとともに、燃料電池自動車や電気自動車などの次世代自動車の普
及を促進していきます。
また、クールビズやエコドライブ※など、脱炭素型ライフスタイルへの転換を図るた
め、県民一人ひとりの理解と行動変容の促進につながるよう普及啓発を行います。
県の事業活動についても「千葉県庁エコオフィスプラン」で掲げた削減目標の達成
に向け、全庁を挙げて省エネルギー化を進めます。

再生可能エネルギーを利用した地域の脱炭素化を促進する市町村に対し
て、自然環境に配慮しつつ地域特性等に応じた取組が進められるよう技術的
な助言を行うとともに、大規模な再生可能エネルギー設備の設置を計画する
事業者に対しては、環境影響評価制度により必要な指導等を行います。
また、温暖化対策に資するまちづくりとして、コンビナート・空港・港
湾におけるカーボンニュートラルを推進するとともに、市町村が行うコン
パクトなまちづくりの促進やヒートアイランド対策、屋外照明施設のLED
化を推進します。さらに、道路整備等による交通の円滑化を図るととも
に、自転車通行空間の拡大等、温室効果ガス排出の削減につながる道路
空間の整備や有効活用を推進します。なお、インフラの長寿命化を図り、
更新頻度を減らすことによりライフサイクル全体での低炭素化を推進す
るとともに、印旛沼流域等において、流出抑制効果だけでなく、都市気候
緩和、水質浄化等、多面的な効果が期待される谷津田や里山の保全等グ
リーンインフラの取組を推進します。
さらに、浄水場や下水道の終末処理場などの上下水道・工業用水道施設では、省エネルギー性能の高い設備
機器の導入や温室効果ガスの排出が少ない運転方法の推進等により、温室効果ガス削減に取り組みます。
加えて、二酸化炭素の吸収源となる森林や緑地の整備を行うとともに、県産木材の活用を促進すること
で森林の保全を進めるなど地域環境の整備・改善を図るほか、ブルーカーボンとして海中に二酸化炭素を
吸収・固定することにもつながる藻場等の保全・再生の取組を推進します。

VI－1－①－2 VI－1－①－3省エネルギーの促進 温暖化対策に資する
地域環境の整備・改善

県の次世代自動車をイベントで展示する様子

国道及び県道のバイパス・
現道拡幅の整備推進（再掲） 森林の保全と整備の推進

道路施設の維持管理と長寿命化（再掲）

グリーンインフラの整備推進 上下水道・工業用水道施設における
温室効果ガス削減の取組推進

海の吸収源対策の実施 企業間連携による
カーボンニュートラルコンビナートの推進（再掲）

まちづくりを支援する道路の整備推進（再掲） 都市における緑の保全と緑化の推進（再掲）

広域的な幹線道路ネットワーク等の
整備促進（再掲） カーボンニュートラルポート形成の推進（再掲）

自転車通行環境の整備推進（再掲） 信号機の集中制御・
系統化等による交通流の円滑化等

次世代自動車の普及促進とエコドライブの推進

エネファームなど家庭における
省エネルギー設備の導入促進

建築物における省エネ・ZEHの普及促進

県自ら実施する省エネルギーの取組

事業者による脱炭素化※の取組への支援
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温室効果ガスの削減に向けて、家庭や事業所を含め、あらゆる主体において節電や省
エネルギーを徹底し、エネルギー消費を大幅に減少させる取組を進めていきます。
具体的には、家庭を対象としたエネファームなどの省エネルギー設備の導入促進や、
省エネルギー性能の高い住宅であるZEH等の普及促進、事務所・店舗等の省エネル
ギー化の支援を行うとともに、燃料電池自動車や電気自動車などの次世代自動車の普
及を促進していきます。
また、クールビズやエコドライブ※など、脱炭素型ライフスタイルへの転換を図るた
め、県民一人ひとりの理解と行動変容の促進につながるよう普及啓発を行います。
県の事業活動についても「千葉県庁エコオフィスプラン」で掲げた削減目標の達成
に向け、全庁を挙げて省エネルギー化を進めます。

再生可能エネルギーを利用した地域の脱炭素化を促進する市町村に対し
て、自然環境に配慮しつつ地域特性等に応じた取組が進められるよう技術的
な助言を行うとともに、大規模な再生可能エネルギー設備の設置を計画する
事業者に対しては、環境影響評価制度により必要な指導等を行います。
また、温暖化対策に資するまちづくりとして、コンビナート・空港・港
湾におけるカーボンニュートラルを推進するとともに、市町村が行うコン
パクトなまちづくりの促進やヒートアイランド対策、屋外照明施設のLED
化を推進します。さらに、道路整備等による交通の円滑化を図るととも
に、自転車通行空間の拡大等、温室効果ガス排出の削減につながる道路
空間の整備や有効活用を推進します。なお、インフラの長寿命化を図り、
更新頻度を減らすことによりライフサイクル全体での低炭素化を推進す
るとともに、印旛沼流域等において、流出抑制効果だけでなく、都市気候
緩和、水質浄化等、多面的な効果が期待される谷津田や里山の保全等グ
リーンインフラの取組を推進します。
さらに、浄水場や下水道の終末処理場などの上下水道・工業用水道施設では、省エネルギー性能の高い設備
機器の導入や温室効果ガスの排出が少ない運転方法の推進等により、温室効果ガス削減に取り組みます。
加えて、二酸化炭素の吸収源となる森林や緑地の整備を行うとともに、県産木材の活用を促進すること
で森林の保全を進めるなど地域環境の整備・改善を図るほか、ブルーカーボンとして海中に二酸化炭素を
吸収・固定することにもつながる藻場等の保全・再生の取組を推進します。
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整備促進（再掲） カーボンニュートラルポート形成の推進（再掲）

自転車通行環境の整備推進（再掲） 信号機の集中制御・
系統化等による交通流の円滑化等

次世代自動車の普及促進とエコドライブの推進

エネファームなど家庭における
省エネルギー設備の導入促進

建築物における省エネ・ZEHの普及促進
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地球温暖化対策に関する情報発信やセミナー・イベントの開催によ
り、県民の意識改革や行動変容を促進するとともに、家庭・事業所にお
ける再生可能エネルギーの導入や省エネルギーを支援することにより、県
民生活の脱炭素型ライフスタイルへの転換を促進します。
また、仮想空間を用いた教育コンテンツの活用や、地球温暖化防止活
動推進員による研修会等を通じて、県民の地球温暖化対策に関する学習
を推進します。
さらに、移動に伴う二酸化炭素排出の削減が期待されるEVカーシェ
アリングの普及促進に取り組むとともに、テレワークやワーケーションと
いった多様な働き方を推進し、通勤等に係る自家用自動車の使用の抑制
を図ります。

近年の平均気温の上昇、大雨の頻度の増加などによる農産物の品質の
低下、災害の増加、熱中症のリスクの増加など、気候変動がもたらす様々
な影響やこれらの被害を回避・軽減するための各分野における適応策に
ついて、セミナーやホームページ等を通じて普及啓発を行います。
また、国の研究機関などと連携しながら、気候変動の影響や適応に関
する情報の収集、整理、分析を行う拠点として令和2年（2020年）4月
に設置した千葉県気候変動適応センターで、各分野における取組を支援
するとともに、ホームページやSNS等を活用して、県民や事業者等が「適
応」を進められるよう必要な情報を集約・発信していきます。
自然災害については、台風や豪雨による災害が頻発化、激甚化するな
ど、気候変動の影響が顕在化していることから、洪水や高潮、波浪などに
よる被害を防止するため、計画的な河川・海岸整備を推進します。また、
水害リスク情報の周知、河川の監視体制の強化を図るなど、河川管理者
等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあらゆる関係者が協働
し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を推進するとともに、過去の実績に基づいた治
水計画を、将来の気候変動を踏まえた計画へと見直す必要性についても検討していきます。また、防災意識
を高める防災教育も推進します。
農林水産業においては、地球温暖化等に伴う環境変化によって、農作物の生育不良やノリ養殖における
生産量の減少、新たな病害虫の発生も予測されることから、その対策に取り組みます。
都市生活における対策としては、建築物や敷地の緑化に取り組みます。
近年、厳しさを増す夏季の暑さ対策として、「気候変動適応法」が令和5年（2023年）に改正され、翌年4月
から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。これまで以上に県民一人ひとりへ熱中症への注意を呼びか
けるとともに、市町村が設置するクーリングシェルター＊等の設置促進及び設置場所の周知に取り組みます。

VI－1－①－4 VI－1－①－5脱炭素型ライフスタイルへの
転換

気候変動の影響に対する
適応の推進

「千葉県地球温暖化対策」ロゴマーク マインクラフトを活用した地球温暖化対策体験コンテンツ

テレワークやワーケーション等の
多様な働き方の推進（再掲）

県民や事業者等への再生可能エネルギーや
省エネルギーに関する普及啓発の実施

地球温暖化対策に関する学習の推進

次世代自動車の普及促進と
エコドライブの推進（再掲）
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防災教育の推進（再掲） 熱中症対策の推進

千葉県気候変動適応センターによる気候変動影響
及び適応に関する情報の収集・提供等 夏の高温等の気候変動に適応する農業の推進（再掲）

河川・海岸整備の推進 環境変動に適応する漁業の推進（再掲）

植物防疫対策の推進（再掲） 防災関係情報の提供（再掲）

流域治水の推進（再掲） 都市における緑の保全と緑化の推進（再掲）
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地球温暖化対策に関する情報発信やセミナー・イベントの開催によ
り、県民の意識改革や行動変容を促進するとともに、家庭・事業所にお
ける再生可能エネルギーの導入や省エネルギーを支援することにより、県
民生活の脱炭素型ライフスタイルへの転換を促進します。
また、仮想空間を用いた教育コンテンツの活用や、地球温暖化防止活
動推進員による研修会等を通じて、県民の地球温暖化対策に関する学習
を推進します。
さらに、移動に伴う二酸化炭素排出の削減が期待されるEVカーシェ
アリングの普及促進に取り組むとともに、テレワークやワーケーションと
いった多様な働き方を推進し、通勤等に係る自家用自動車の使用の抑制
を図ります。

近年の平均気温の上昇、大雨の頻度の増加などによる農産物の品質の
低下、災害の増加、熱中症のリスクの増加など、気候変動がもたらす様々
な影響やこれらの被害を回避・軽減するための各分野における適応策に
ついて、セミナーやホームページ等を通じて普及啓発を行います。
また、国の研究機関などと連携しながら、気候変動の影響や適応に関
する情報の収集、整理、分析を行う拠点として令和2年（2020年）4月
に設置した千葉県気候変動適応センターで、各分野における取組を支援
するとともに、ホームページやSNS等を活用して、県民や事業者等が「適
応」を進められるよう必要な情報を集約・発信していきます。
自然災害については、台風や豪雨による災害が頻発化、激甚化するな
ど、気候変動の影響が顕在化していることから、洪水や高潮、波浪などに
よる被害を防止するため、計画的な河川・海岸整備を推進します。また、
水害リスク情報の周知、河川の監視体制の強化を図るなど、河川管理者
等が主体となって行う治水対策に加え、流域のあらゆる関係者が協働
し、流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を推進するとともに、過去の実績に基づいた治
水計画を、将来の気候変動を踏まえた計画へと見直す必要性についても検討していきます。また、防災意識
を高める防災教育も推進します。
農林水産業においては、地球温暖化等に伴う環境変化によって、農作物の生育不良やノリ養殖における
生産量の減少、新たな病害虫の発生も予測されることから、その対策に取り組みます。
都市生活における対策としては、建築物や敷地の緑化に取り組みます。
近年、厳しさを増す夏季の暑さ対策として、「気候変動適応法」が令和5年（2023年）に改正され、翌年4月
から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。これまで以上に県民一人ひとりへ熱中症への注意を呼びか
けるとともに、市町村が設置するクーリングシェルター＊等の設置促進及び設置場所の周知に取り組みます。
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千葉県気候変動適応センターによる気候変動影響
及び適応に関する情報の収集・提供等 夏の高温等の気候変動に適応する農業の推進（再掲）

河川・海岸整備の推進 環境変動に適応する漁業の推進（再掲）

植物防疫対策の推進（再掲） 防災関係情報の提供（再掲）
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県民や事業者、国、県、市町村等の取組により、廃棄物の排出量は減少傾向にありますが、本県の廃棄
物処理を取り巻く現状を見ると、一般廃棄物※、産業廃棄物共に、解決すべき課題があります。
一般廃棄物は、令和元年房総半島台風（2019年）等の災害や新型コロナウイルス感染症の拡大防止を
意識する生活様式の変化の影響等で一時的な増加があったものの、県民一人当たりの1日の家庭系ごみ排
出量は、減少傾向にあります。しかしながら、可燃ごみへの資源化可能物の混入、地域の自治会等が行う資
源回収の減少などの課題もあり、一層の減量・再資源化に向けた取組が必要です。特に、3Rの中でも環境
負荷の低減効果の高い2R（リデュース・リユース）の推進に向け、ライフサイクル全体で資源循環に取り組
むとともに、県民一人ひとりがライフスタイルを見直していく必要があります。
産業廃棄物は、事業者による排出抑制が進められ、排出量は減少傾向にありますが、高度経済成長期に
集中的に整備された公共インフラ等の老朽化が進んでおり、施設更新による排出量の増加が懸念されま
す。また、最終処分場の残存容量確保の観点からも、排出抑制、再資源化を促進し、最終処分量を減らす
必要があります。
特に、建設工事に伴い発生するアスファルト・コンクリート塊やコンクリート塊などの建設廃棄物の再資
源化や縮減に取り組むほか、県営水道及び工業用水道の浄水場で発生する浄水発生土や、流域下水道終
末処理場から発生する汚泥焼却灰については、現在セメント原料等として再資源化しており、今後も資源リ
サイクルを推進していく必要があります。
持続可能な循環型社会を構築するためには、従来の大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした仕組み
からの脱却が不可欠であり、令和6年（2024年）5月に策定された国の環境基本計画及び同計画を基本
として令和6年（2024年）8月に策定された「第五次循環型社会形成推進基本計画」において、循環経済
（サーキュラーエコノミー）への移行を加速化させる方向が示されたところです。また、S D G sの考え方

廃棄物の発生を削減するとともに、再使用やリサイクル等を
推進することで、従来の3Rに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、
ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を
生み出す循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を進め、

持続可能な循環型社会を構築します。
 また、産業廃棄物等の適正処理に向けた取組を推進します。

循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行
   VI－1－ ②

目標 Goal

現状と課題

環境研究センターが実施した公開講座の様子ホットスポット等調査事業の様子

環境情報チャンネル（グリーンカーテン）

コラムちば

固定的な性別役割分担意識・
無意識の思い込みの解消
　多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成のためには、男女のいずれ
もが活躍できる社会の実現が必要です。
　令和6年度（2024年度）に県が実施した調査の結果では、「男は仕事、女
は家庭」という考え方について、「反対」と回答した人の割合は47.3％に留
まり、未だに根強く残る固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）の解消をすることが課題となっています。

コラムちば

性的マイノリティの相談体制の充実
　性的マイノリティの方々は、周囲の誤解や偏見等によって日常生活で不安や悩みを
抱えることが少なくないため、こうした生きづらさを解消し、暮らしやすい環境を整
えていくことが必要です。
　県では、性的マイノリティに関する専門の窓口を設置しており、相談員が当事者の
方やその御家族等からの相談を電話やＬＩＮＥで受け付け、悩みや不安の解消に向け
た支援を行っています。

コラムちば

多文化共生の推進
　言語・文化・習慣等の違いにか
かわらず、全ての県民が地域社会
の一員として共に生きていく「多
文化共生」社会づくりの必要性が
高まっています。
　県では、外国人の生活上の困り
ごと等に対応する相談窓口を運営するほか、ご
みの捨て方や電車の乗り方等の生活ルールや、
日本で暮らしていく上で必要な各種手続きに関
する情報を多言語及びやさしい日本語で発信す
るなど、多文化共生社会づくりに向けた取組を
行っています。

コラムちば

熱中症対策
（クーリングシェルター及び涼み処）

　令和6年（2024年）4月に改正気候変動適応法が施行され、熱中症特別警戒アラート発表時に、危険
な暑さから避難できる場所として、「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」を市町村が指定し
ています。また、熱中症特別警戒アラートの発表状況によらず、クールシェアや休憩を目的に利用す
ることができる「涼み処」も設置していますので、是非ご利用ください。
　県内のクーリングシェルターや涼み処は、ちば情報マップからご覧いただけます。
【PC版】
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/PositionSelect?mid=1212

コラムちば

コラムちば

食品ロスの削減
　「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨て
られてしまう食品のことです。千葉県内では年
間約24万トンが食品ロスになっていると推計さ
れています。（令和5年度〔2023年度〕推計）
　県では、購入後すぐに食べる場合に棚の手前
から商品を選ぶ「てまえどり」の呼びかけや
フードドライブの実施、食品ロス削減に取り組
む事業者や団体を登録する「ちば食品ロス削減
パートナー制度」など、県民や事業者と一緒に
食品ロスの削減に取り組んでいます。
ちば食品ロス削減エコスタイル：
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/

　ナガエツルノゲイトウやオオバナミ
ズキンバイなどの外来水生植物は、繁
殖力や再生力が非常に強く、定着する
と駆除が困難であることから、水質・
生態系などへの影響や農業被害などが
懸念されています。
　県では、繁茂状況の調査や水草刈取船を用いた駆除
のほか、最新の分布状況を把握するためのスマート
フォンアプリを使用した県民参加型の分布調査など、
様々な対策を実施しています。

ナガエツルノゲイトウの防除：　　　　　　　　　　
https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/seibutsu/
gairaishu/nagaenoboujyo.html

コラムちば

有害鳥獣対策の担い手確保

コラムちば

ちばの発酵ロゴマーク

　有害鳥獣対策の担い手を幅広く確保するため、千葉県有害鳥獣捕獲協力隊事業とし
て、狩猟免許を取得しているものの、捕獲経験の少ないペーパーハンターを対象に、
捕獲に関する体験を通じ実践的な技術を習得いただくコースや、一定の捕獲経験のあ
る方を対象に、わなの設置や獲物の捕獲等を主体的に行っていただくことを通じ捕獲従事者としての
独り立ちをサポートするコースを実施しています。
　また、県が抱える有害鳥獣の問題に共感いただける方は、支援隊員としてふるさと納税を通じて参
加することも可能です。

コラムちば

二地域居住の促進
　近年、転職や転居を伴わず、複数の生活拠点で自分に合ったライフスタイルを実現する
「二地域居住」への関心が高まっています。
　本県は、東京に隣接しながらも、三方を海に囲まれ、緑豊かな里山があるなど、自然
環境に恵まれており、多様なライフスタイルを実現することができることから、本県の
多様な魅力を戦略的に発信することで、二地域居住の促進に取り組んでいきます。
千葉県移住・二地域居住ポータルサイト「ちばらしい暮らし」     https://life-style.chiba.jp

コラムちば

千葉県誕生150周年記念事業
　明治6年（1873年）の誕生から150年を迎えたことを記念し、千葉県ならではの文
化資源や魅力の発信を通じて、千葉のブランド価値の創出・向上や地域活性化につなげ
るため、令和5年6月から令和6年6月までの1年間で様々な記念事業を実施しました。
　「県誕生から150年を振り返り、続いていく未来に思いを馳せる」をテーマに、記念式典や記念パ
レードなどを実施したほか、県内全市町村で、百年後芸術祭をはじめとした記念イベント等が展開さ
れ、約230万人の方が来場し、経済波及効果は約171億円となりました。　
　記念事業を通じて再認識された千葉の魅力や多様な主体による連携等の財産を未来に
引き継いでいくことで、引き続き千葉ブランドの創出・向上につなげていきます。
千葉県誕生150周年記念事業：https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshin/kenminnohi/chiba150th.html

コラムちば

海業の推進
～千葉県海業推進基本構想の策定～

コラムちば

全国豊かな
海づくり大会
　「全国豊かな海づくり大会」は、漁業の振興
と発展を図ることを目的として、昭和56年度
(1981年度)から全国各地で開催されている注目
度の高い国民的行事です。
　本県では、平成4年度（1992年度）に勝浦市
で第12回大会を開催して以来、35年ぶり2回目
の開催となります。
　大会の行事として、功績団体の表彰等を行う
式典行事や稚魚の放流等を行う海上歓迎・放流
行事などが行われます。

　海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、国内外からの多
様なニーズに応えることで、地域のにぎわいや所得と雇用を生
み出す取組を「海業」と言います。
　県では、海業を推進するため、学識経験者や漁業代表者から
なる検討会での協議を踏まえ、県内4地域ごとの特色に合わせて
目指す姿を示した「千葉県海業推進基本構想」を令和7年
（2025年）5月に策定しました。

コラムちば

ちばコラボ大賞
　県内には、福祉や環境、子育て、まちづくり等の様々な分野で、市民活動団体や
企業、学校、地縁団体などが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域の課題
解決に取り組むことで、成果を上げている事例が数多くあります。
　県では、毎年度、そのような連携事例の中から、他の模範となる優れた事例を
ちばコラボ大賞として表彰し、連携・協働の重要性や効果を広く県民に周知しています。
　　　　　　　　　　　　ちばコラボ大賞：https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/index.html

スマートフォン版
　　　　はこちら ▼

コラムちば

新たなスポーツ
　東京2020大会を契機に、アーバンスポーツやユ
ニバーサルスポーツなど、様々なスポーツに注目が
集まりました。
　県では、これらのアーバンスポーツ、ユニバーサ
ルスポーツなどを「新たなスポーツ」と位置づけ、
イベントや体験会の開催などを通じて、県民それぞれ
の年齢や体力、興味関心等に応じた多様なスポーツに
親しむ機会の創出に取り組んでいます。

「新たなスポーツ」について：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
shousupo/new-sports/index.html

外来水生植物の防除

県では、「発酵県ちば」の魅力を国内外に発信するためのロゴマークを
公募により制作しました。発酵食品の原材料として代表的な食材の「麦・
米・大豆」と、本県が発祥である酪農にちなんだ「牛」が、仕込みなどで
使用される「樽」の中にひとつにまとめられたデザインとなっています。
　このロゴマークを活用し、「発酵県ちば」の更なるブランド化を図ります。
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